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5 【 委託期間 ～ 】

　

設 計 書

　　　　令和　　8　　年度　　　　　　    　 　委　託 仕 様 書

委 託 名 　川越市都市公園除草等園地管理業務委託その２（単価契約）

委 託 箇 所 　川越市内各所

実 施 額

委 託 大 要 、 起 工 理 由・ 変 更 契約締結日 令和8年11月27日

変 更 委 託 の 大 要

変 更 実 施 額

差 引 増 減 額

川　    　 越      市

委 託 の 大 要 　本委託は都市公園除草等園地管理業務に係る業務の単価を決定するものである。

変 更 理 由

起 工 理 由



費　　目 工　　種 種　　別 細　　別 数　　量 単　位 単　　価 金　　額

28,233.0 ㎡ 1

1 式

川　 　 　 越　 　 　 市

本 委 託 費 計

消費税相当額

委 託 価 格

別紙第 　号内訳書

　 　 　 　 本　 委　 託　 費　 内　 訳　 表
摘　 　 　 要

本 委 託 費

園 地 除 草 機 械 除 草 Ⅰ 肩掛式



費　　目 工　　種 種　　別 細　　別 数　　量 単　位 単　　価 金　　額

㎡

1.0 ㎡ 1

1 式

川　 　 　 越　 　 　 市

本 委 託 費 計

園 地 除 草 機 械 除 草 Ⅰ 肩掛式
見込み作業量 28,233

別紙第 　号内訳書

委 託 価 格

消費税相当額

都市公園除草等園地管理業務委託（ 単価契約） 単価表
摘　 　 　 要

本 委 託 費



1 号
費　　目 工　　種 種　　別 細　　別 数　　量 単　位 単　　価 金　　額

10,000.0 ㎡ 1

1 式

1 式

1 式

１㎡あたり

川　 　 　 越　 　 　 市

委 託 原 価

一般管理費等

委 託 価 格

現 場 管 理 費

内　 訳　 表
摘　 　 　 要

本 委 託 費 園 地 除 草 機 械 除 草 Ⅰ 肩掛式
別紙第 号一位代価表

直接委託費計

共 通 仮 設 費

純 委 託 費



令和8年度（除草その２）

対象公園一覧表

都市公園 名称 住所 面積 補正 除草面積 回数 面積

1 吉田新田公園 大字吉田字新田13番4 186 0.2 37 3 111
2 あおい公園 上戸新町36番5 3,050 0.3 915 4 3,660
3 往還上公園 大字下広谷字往還上447番1 247 0.2 49 3 147
4 花見堂公園 大字鯨井字花見堂1759番7 108 0.2 21 3 63
5 中ツ敷島第一公園 大字小堤字中ツ敷島599番19 129 0.2 25 3 75
6 子ノ神前公園 大字下広谷字子ノ神前1128番38 126 0.2 25 3 75
7 鯨井後公園 大字鯨井字後1115番29 246 0.2 49 3 147
8 中ツ敷島第二公園 大字小堤字中ツ敷島604番7 176 0.2 35 3 105
9 里正久保公園 大字小堤字里正久保632番19 115 0.5 57 3 171
10 下広谷古海道公園 大字下広谷字古海道857番4 203 0.5 101 3 303
11 下広谷在家公園 大字下広谷字在家438番21 140 0.6 84 3 252
12 下広谷古海道第二公園 大字下広谷字古海道852番9 242 0.2 48 3 144
13 里正久保第二公園 大字小堤字里正久保632番38 117 0.2 23 3 69
14 みどりの広場公園 大字的場字榎下2857番1 1,044 0.2 208 3 624
15 小ｹ谷公園 大字小ヶ谷字堤内673地先 2,661 0.4 1,064 4 4,256
16 上戸龍光第一公園 大字上戸字龍光384番5 128 0.2 25 3 75
17 上戸龍光第二公園 大字上戸字龍光358番15 317 0.2 63 3 189 夏休み前
18 上戸龍光第三公園 大字上戸字龍光328番1 159 0.2 31 3 93
19 上寺山八咫町公園 大字上寺山字八咫町479番15 147 0.6 88 3 264
20 石原町公園 石原町1丁目27番8 108 0.2 21 3 63
21 石原町第二公園 石原町２丁目37番1 910 0.2 182 3 546
22 氷川町公園 氷川町78番 3,216 0.2 643 3 1,929
23 赤間川公園 末広町3丁目3番8 751 0.2 150 3 450
24 宮元町公園 宮元町10番10 1,388 0.4 555 3 1,665
25 鴨田中居田町公園 大字鴨田字中居田町600番9 182 0.2 36 3 108
26 南山田公園 大字山田字東町1779番1 2,399 0.3 719 3 2,157
27 木染公園 大字府川字木染59番 933 0.5 466 4 1,864
28 松郷第二公園 大字松郷字杉下町741番17 102 0.2 20 3 60
29 城下公園 城下町47番1 3,539 0.2 707 3 2,121

小計１ 23,069 6,447 21,786

作業量２

その他 名称 面積 補正 除草面積 回数 面積

1 伊佐沼公園区域外 大字伊佐沼字向沼田町746番1 4,781 0.2 956 3 2,868
2 （仮称）川越城富士見櫓跡公園 郭町2丁目15番9 2,278 0.4 911 3 2,733
3 東明寺公園 志多町外地内 215 0.2 43 3 129
4 氷川桜パーク 宮下町2丁目11番17 330 0.3 99 3 297
5 小ヶ谷公園区域外 大字小ヶ谷字堤外959番1 263 0.4 105 4 420

小計２ 7,867 2,114 6,447

作業量集計表

公園数 面積 作業面積

都市公園 29 23,069 21,786
小計１ 23,069 21,786
その他 5 7,867 6,447
小計２ 7,867 6,447
合計 34 除草総面積 30,936 28,233

R6設計

備考



園 地 除 草 基礎代価 No．１

１０００㎡当り １ｈｒ当り

名　　　　　　　　称 名　　　　　　　　称

形　状　・　規　格 形　状　・　規　格

土木一般世話役 一般運転手

人 人

特殊作業員 油脂類

人 軽油 ｌ

普通作業員 機械損料 　

人 トラック　２ｔ ｈｒ

軽作業員 タイヤ損耗費及び補修費　 　

人 ２t・良好 ｈｒ

機械損料　草刈機 諸雑費 1 　

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　刈幅９５cm 日 式

機械損料　草刈機 合計

肩掛式　カッター径　２５５㎜　１．８ｐｓ 日 ｈｒ当り

トラック運転　２ｔ

（第２号一位代価） ｈｒ 基礎代価 No．２

諸雑費 1 １０００㎡当り １０００㎡当り

式 名　　　　　　　　称

集草 1,000 形　状　・　規　格

（第３号一位代価） ㎡ 土木一般世話役

積込・運搬 1,000 人

（第４号一位代価） ㎡ 普通作業員

運搬及び処理費 1000.0 人

㎡ トラック運転　２ｔ

合計 （第２号一位代価） ｈｒ

㎡当り 諸雑費 1 1

式

※１　運搬は現場内に限る 合計 合計

㎡当り ㎡当り

第４号一位代価

単位 単　　価
　
　
　
集
草

　
　
　
積
込
・
運
搬
　
※
１

第１号一位代価 第２号一位代価

単位 単　　価 単位 単　　価
　
　
　
ト
ラ
ッ

ク
運
転
（

２
ｔ

）

※１　ススキ、ササのほか高茎の雑草が繁
茂した草地等に適用。
※２　一般的な草地に適用。芝生除草に
倣い、「中間」の  割減を採用。

　
　
　
機
械
除
草
Ⅰ
（
肩
掛
式
）

　

第３号一位代価



都市公園除草等園地管理業務（単価契約） 特記仕様書 
                                                                            

 

第１節   一般事項        

（１．目的）    

この仕様書は、川越市都市計画部公園整備課が管理する公園、緑地、広場等(以下「公園

等」という。)の環境を守り、利用の快適性及び都市景観の保護、向上を図ることを目的とす

る。 
 
（２．適用範囲） 

この仕様書は、川越市都市計画部公園整備課が発注する委託業務のうち、公園等の除草

に係る業務方法について定める。   

この仕様書に定めのない事項については、埼玉県が発行する「埼玉県土木工事実務要

覧」の共通仕様書、公園等管理標準仕様書及びその他の要領、指針等による。 

 

（３．委託箇所） 

 別紙 対象公園一覧表のとおり 

 

（４．委託の期間） 

契約締結日から令和８年１１月２７日まで 
  ただし、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）及び土、日曜日、国民の祝日
に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日は除くものとする。 
 
（５．支払方法） 

 完了払い 
 
（６．入札書記載事項等） 

入札書の記載については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、単価を記載するも

のとする。 

 

（７．仕様書に記載のない事項） 

この仕様書は、委託業務の大要を示すものであり、この仕様書に定めのない事項又は疑義

がある事項については、発注者、受注者双方で協議のうえ解決するものとする。 
 
（８．法令等の遵守及び手続きの代行） 

作業の実施にあたっては、関係する法令、条例及び規則等を遵守し、作業の円滑な進捗を

図るものとする。また、官公署等への必要な届出、手続き等は、速やかに処理しなければな

らない。 

  作業の実施に際して、関係官公署、付近住民、公園利用者等と交渉を要するとき、又は交

渉を受けたときは、速やかに監督員と協議し、その決定に従い実施するものとする。 
 
（９．負担区分） 

委託業務に要する機械器具、材料、用具及びこれらを用いるのに必要な検査、官公署等へ

の届出、手続き等は受注者の負担とする。 
 
 
（１０．服務） 

「川越市路上喫煙の防止に関する条例」に基づき、作業現場においては、喫煙をしない



よう徹底するものとする。また、業務に従事する者は、品位のある服装・態度に留意するよ
う努めなければならない。 
 
（１１．環境配慮） 
受注者は、川越市が環境配慮に取り組んでいることを踏まえ、業務にあたっては、環境に配

慮するように努めること。 
 
（１２．その他特記事項） 
 この契約の締結後に、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）等の改正により、消費税
額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に
相当する消費税額等を加減して支払うものとする。ただし、税法上経過措置の対象となる
場合には、経過措置が優先して適用される。 
 
（１３．再委託） 
 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再
委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、市の承認を得るものとする。 
 

第２節   委託業務の適正化   

（１．委託業務実施計画書） 

受注者は、委託期間中の業務計画を定めた実施計画書を提出し、発注者の確認を受けるも

のとする。 
 
（２．作業の実施日等） 

実施時期は生育状況を勘案し、効果的に行うものとする。 

原則、除草回数が２回の箇所は６月と８月、３回の箇所は６月と８月及び１０月、４回

の箇所は１回目を６月、２～４回目は前回から９０日程度間隔をあけた実施時期を基本と

する。 

なお、生育状況や近隣からの要望等により、上記以外で実施する場合は監督員の指示に

よるものとする。 
 
（３．業務開始前の準備） 

受注者は、事前に受託箇所の概要を把握するとともに、監督員と充分に打合せを行ったう

えで、その指示に従って業務を効率よく安全に遂行するものとする。 
 
（４．現場の安全管理） 

作業の実施にあたっては、公園利用者等に危険のないよう充分注意するものとする。な

お、作業中においては、公園入口や作業場所付近に作業中である旨を表示した看板を掲示

し、注意を喚起すること。 

作業の実施中は、施設、樹木等を損傷しないよう充分注意するものとする。万一損傷した

場合は、受注者の負担で原形に復するものとする。 

人身事故、災害又は第三者に損害を与える事故等が発生した場合は、応急処置を講ずると

ともに事故発生の原因、経過及び事故による被害の内容について、遅滞なく監督員に報告す

るものとする。 

 

 



（５．作業用機械器具等） 

作業用の機械器具、道具類は、作業に適するものを使用する。監督員が不適当と認めたと

きは、取替えを指示することがある。 

 

（６．異常報告） 

受注者は、異常を発見した時は、直ちに監督員に連絡するものとする。 
 
（７．写真撮影） 

受注者は、作業毎に実施状況写真を撮影、整理し、監督員の確認を受ける。写真はカラー

とし、作業の実施前、実施中、実施後の状態をそれぞれ同じ位置・方向から撮影するものと

する。 
 
（８．跡片付け） 

受注者は、作業の完了に先立ち、速やかに不用物を整理し、適切に処分するものとする。 
 
（９．作業の完了） 

受注者は、作業の完了後、速やかに書類等を点検整備するものとする。 

 

第３節   委託業務の実施報告   

（１．実施報告書） 

受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく「委務業務実施報告書」を発注者に提出するも

のとする。この際、必要とする出来高書類を添付すること。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

委託業務実施計画書作成要領 
       

（１．趣旨）  

 この要領は、「都市公園除草等園地管理業務委託（単価契約）特記仕様書」に定める委 

託業務実施計画書の作成について適用するものとし、作成に必要な事項を定めるものとす 

る。 

  

（２．計画書の構成）  

 計画書は、次の事項をもって構成する。また、監督員がその他の項目について補足を求 

めた場合には、追記するものとする。 

①業務概要 

  ②「委託業務実施計画書」 

  ③１級又は２級造園施工管理技士及び１級又は２級造園技能士の資格証明書の写し

（業務従事者に限る） 

④管理技術者等通知書  

  ⑤作業体制表 

  ⑥使用機器材一覧表 

  ⑦受託業務の工種別施工管理計画 

  ⑧安全・環境対策 

  ⑨緊急時の体制（連絡網）及び対応 

  ⑩発生材処分計画 

  ⑪その他 

 

（３．各事項における留意点）  

 (1)「実施計画書」は、管理計画に基づき工種毎に詳細に記述すること。 

 (2)使用機器材一覧表には、機種毎、材料毎に諸元、使用年数、使用予定量、使用する

業務等について記載すること。 

 (3)施工管理計画の作成にあたっては、受託箇所を充分に把握した上で、工種別の実施

に際しての留意点等管理計画について詳細に記述すること。 

 (4)作業に伴う雑草等の処分方法について記述すること。 

 (5)安全・環境対策では、付近住民への業務（特に機械使用時）の周知や公園利用者の

誘導・立入り制限、道路使用時の交通安全対策、作業員の安全衛生管理等について

記載すること。 

   なお、付近住民への周知方法については、チラシ等の写しを添付すること。 

 

（４．内容の変更） 

  計画書の内容に変更が生じた場合には、受注者はその都度当該業務に着手する前に、

変更に関する事項について監督員に報告するものとする。



      委託業務写真撮影要領 
         

（１．趣旨）  

 この要領は、「都市公園除草等園地管理業務委託（単価契約）特記仕様書」に定める写 

真撮影について適用するものとし、作成に必要な事項を定めるものとする。 

委託業務における写真撮影は、業務の履行を証する重要な事項であることを充分に認識 

し、本要領に沿って適正に対応するものとする。 

  

（２．写真の分類）  

 写真は、次のように分類する。 

  ①着手前及び完成 

②使用機器・材料写真 

  ③実施状況写真 

  ④品質管理写真 

  ⑤安全管理写真 

  ⑥その他 

  

（３．写真の撮影）  

  ①写真の撮影は、別記撮影箇所一覧表に示すものを標準とする。 

  ②写真の撮影にあたっては、原則として次の項目を記載した小黒板等を被写体として

共に写し込むものとする。 

   (1)委託名 

    (2)工種名 

    (3)撮影位置（測点） 

   (4)作業回数 

    (5)日付 

③監督員から指示があった作業は、監督員の立会い写真を撮るものとする。 

 

（４．写真帳）  

 写真帳は、市販の工事写真台帳を使用して（デジタルカメラによる写真のプリントアウ 

トについてはこの限りではない）、工種別に作業の過程が容易に把握できるように整理し、 

「委託業務実施報告書」とともに１部提出する。 

  

（５．撮影時の一般的注意事項）  

  ①写真の撮影にあたっては、必ず作業開始前、作業中、作業完了後において同一方向、

同一位置より撮るものとする。 

  ②着手前写真は、委託箇所の全景もしくは代表的な部分を撮るものとする。完成写真

は必要に応じて撮るものとする。 

  ③撮影後はできるだけ早く確認し、撮影した写真が目的に合ったものとなっているか

を調べること。 



撮影箇所一覧表 
 

区 分 

 

 

工 種 

 

 

種  目 

 

 

撮影項目 

 

 

留意事項等 

 

着 手前及び

完成 

着手前  全景又は代表的部分 必要に応じて 

完成  全景又は代表的部分 必要に応じて 

使用機器・ 

材料 

機器・

材料 

 機器全景・形状寸

法 

 

施工状況 園地除草 機械除草 作業前・中・後 工区毎に１回。 

 公園毎に、除去後の集草作業、

トラック等への積込みについて

も撮る。 

安全管理   各種表示類の設置

状況 

各種類毎に１回 

  各種保安施設の設

置状況 

各種類毎に１回 

  安全ミーティング

状況 

必要に応じて 

その他 

 

異常報告 
 

 

 

 

 

災害、事故等が発生した場

合は、詳細に記録する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



実施報告書作成要領 
         

（１．趣旨）  

 この要領は、「都市公園除草等園地管理業務委託（単価契約）特記仕様書」に定める 

「委託業務実施報告書」に添付する出来高図等の書類作成について適用するものとし、作 

成に必要な事項を定めるものとする。 

  

（２．出来高書類）  

 「委託業務実施報告書」に添付する出来高書類は、次に示すものとする。また、監督員 

がその他の書類等の提出を求めた場合には、遅滞なくこれを作成し、提出するものとする。

①出来高総括表及び公園別出来高表 

②公園別出来高図 

  ③公園別出来高数量表 

  ④実施工程表 

  ⑤使用材料の納入伝票、処分場の受入れ伝票等の写し 

  ⑥日報 

  ⑦写真（「委託業務写真撮影要領」による） 

  ⑧その他 

 

（３．各事項における留意点）  

 出来高図及び出来高数量表は、各工種別に作業内容が容易に把握できるように作成する 

ものとする。ただし、煩雑とならない場合には、複数の工種をまとめても差し支えない。 

 出来高図の作成には「川越市公園台帳」の図面を使用することを基本とするが、台帳図

面がない場合等はこの限りではない。この際、枯損、撤去等によって既に存在しないもの

については、その旨を記すものとする。 

 出来高数量の算出（面積計算）は、三斜計算または三角形の三辺計測による計算（ヘロ

ンの公式）を基本とする。ただし、その他の方法で監督員の了解を得た場合はこの限りで

はない。なお、計算書も添付すること。 

 出来高図及び出来高数量表はできる限り各工程毎に作成し、写真とともに監督員の確認 

を受けることが望ましい。 
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基 本 理 念 

 

 

川 越 市 環 境 方 針 

令和７年４月２３日   

川越市は、現在の環境を保全し、より良い環境を創造して、次の時代を生きる私たちの子

孫に引き継いでいかなくてはならないと認識します。 

近年、地球温暖化の影響と考えられる自然災害、熱中症、感染症など、様々なリスクが高ま

っており、地球温暖化は、人類の生存基盤に係る最も重要な環境問題の一つとなっています。

また、私たちの生活に影響が大きいエネルギー問題への関心が高まっており、これまでにも

増して地域の自然的・社会的条件に応じた、実効性のある取組が不可欠となっています。 

よって、川越市は、地域の環境の保全とより良い環境の創造に向けて率先して行動し、そ

の取組を地域全体に広げていくことによって、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社

会を構築していきます。 

 

川越市は、「2050 年二酸化炭素排出量実質ゼロ」の脱炭素社会実現に向けた取組をはじめと

して、環境に影響を与える要因を市独自の環境マネジメントシステムを用いて継続的に改善

することによって、環境に配慮した自治体であることをめざします。 

１ 「小江戸かわごえ脱炭素宣言」に基づき、国や他の自治体とともに「2050 年二酸化炭素

排出量実質ゼロ」の脱炭素社会を目指し、市民・事業者・民間団体と力をあわせて地球温

暖化対策の推進に努めます。 

２ 事務・事業の重要性や、それらが環境に与える様々な影響を十分認識した上で、適切な

環境配慮を行います。特に、エネルギー使用の合理化と環境負荷の低減を図ります。 

３ 市の施設、設備の適切な管理、事故の備えによる環境汚染の予防に努めます。 

４ 環境に関する法規法令、条例、協定その他の合意事項を順守するとともに、自ら定めた

環境への取組を率先して進めます。 

５ 環境基本計画などの各種計画に従って、技術的・経済的に可能な範囲で達成すべき目的

及び目標を定めます。 

また、取組の成果を内外に公表し、意見を反映させることによって、目的及び目標の見直

しを図ります。 

６ 全職員・本市の委託業務を行う事業者・本市の施設を利用する個人及び団体に、継続的

に教育・訓練を行います。 

７ 基本理念、基本方針を踏まえて全職員が環境に配慮した活動を行うとともに、本市の委

託業務を行う事業者・本市の施設を利用する個人及び団体に協力を求めていきます。 

基 本 方 針

 


